
令 和 ７ 年１ ０ 月１日 
 
 

休業給付の給付上限相当額等の変更について（お知らせ） 

 

令和７年８月１日以降の休業給付の給付上限相当額等については、下記のとおりとなりますの

でお知らせいたします。 

  

記 

 
〔育児休業手当金〕 
（１）給付割合が６７／１００の場合 

   ・給付上限相当額 １４，７１８円 
・給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額 

第３０級 ５００，０００円 
（２）給付割合が５０／１００の場合 

   ・給付上限相当額 １０，９８４円 
・給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額 

第３０級 ５００，０００円 
 

〔育児休業支援手当金〕給付割合１３/１００ 
     ・給付上限相当額 ２，８５５円 
       第３０級 ５００，０００円 
 

〔介護休業手当金〕 給付割合６７／１００ 
   ・給付上限相当額 １６，２０７円 

・給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び標準報酬の月額 
第３２級 ５６０，０００円 

〔育児時短勤務手当金〕 
   ・基準報酬月額相当額   ４８３，３００円 
   ・最低限度額         ２，４１１円 

     ・支給限度額       ４７１，３９３円 
 

保険課給付係 
TEL：022-263-6411 
FAX：022-266-8276 


